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(54)【発明の名称】 超音波探触子

(57)【要約】        （修正有）
【課題】  手になじみ、保持性と操作性に優れ、安心感
を与える超音波探触子の構造を提供する。
【解決手段】  圧電素子からなる超音波素子部６と、こ
れに接続された信号線と、信号線を外部装置に導くケー
ブル１と、超音波素子部６及び信号線を覆うグリップ部
を有するハウジング３とを備えた超音波探触子におい
て、グリップ部の断面が楕円形の柱であり、その中央部
に膨らみを持たせたものである。このグリップ部の付け
根には窪みが形成されることになるので、この部分を親
指と人差し指で把持することにより、手になじみ、保持
性と操作性に優れたものとなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  圧電素子からなる超音波素子部と、前記
超音波素子部に接続され、信号を外部装置に送信しまた
外部装置から受信するケーブルと、前記超音波素子部及
びケーブルを覆い、グリップ部を有するハウジングとを
備え、前記グリップ部の軸垂直断面が断面形状の基準軸
以外の軸に対して非対称形であり、中央部に膨らみをも
たせたことを特徴とする超音波探触子。
【請求項２】  超音波素子部と、超音波伝播媒体と、前
記超音波素子部と超音波伝播媒体を内包し、超音波透過
性を有した音響窓材と、前記超音波素子部を駆動させる
駆動手段と、信号を外部装置に送信しまた外部装置から
受信するケーブルと、グリップ部を有するハウジングと
を備え、前記グリップの垂直断面が前記グリップ部の軸
垂直断面が断面形状の基準軸以外の軸に対して非対称形
であり、中央部に膨らみをもたせたことを特徴とする超
音波探触子。
【請求項３】  前記グリップ部の軸垂直断面は、楕円形
であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の超音波探触子。
【請求項４】  前記グリップ部は、走査方向マークを有
することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
超音波探触子。
【請求項５】  前記グリップ部の表面は、凹凸を有する
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の超音
波探触子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は医療用超音波診断な
どに用いられる超音波探触子に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、超音波探触子におけるハウジン構
成は、意匠登録第８５７４０６号の類似１公報や意匠登
録第８５７４０６号の類似１公報などに記載されたもの
が知られている。図９、図１０及び図１１を用いて従来
のハウジング構成を説明する。図９は、従来の超音波探
触子の外観図で、（ａ）は上面図、（ｂ）は幅の広い方
から見た側面図、（ｃ）は幅の狭い方から見た側面図で
あり、図１０はその断面図で、（ａ）は図９（ｂ）の軸
に垂直な各部分の断面図、（ｂ）は図９（ｂ）の軸に平
行な断面図、（ｃ）は図９（ｃ）の軸に平行な断面図で
ある。また図１１は超音波診断時に操作者が超音波探触
子を把持している状態図である。
【０００３】超音波を送受信する超音波素子部１６は、
生体接触面に超音波を集束させる音響レンズ１５を有
し、その反対側は超音波診断装置に信号を送信し、超音
波診断装置から信号を受信するケーブル１１に接続され
ている。この超音波素子部１６およびケーブル１１の一
部は、ハウジング１３で覆われており、ハウジング１３
から延びたケーブル１１には、ケーブル１１の屈曲など
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による断線を防止するためのケーブルブッシュ１２が設
けられている。このハウジング１１の形状は、従来、図
９に示した形状のものが多かった。即ち、図１０（ａ）
に示すように、従来の超音波探触子のハウジング１３の
軸に垂直な各部における横断面形状は、超音波素子部１
６を収納している側（下方）からケーブルブッシュ１２
側（上方）に向けて徐々に細く、且つ、横断面形状が四
角形から円形となっている。また、中間部では図１０
（ａ）のＦ’断面に見られるように、距離寸法はＡ’
（厚み面）＜Ｂ’（幅面）＜Ｃ’（対角距離）となって
いる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
超音波探触子のハウジングでは、超音波診断を行なう
際、一般的に操作者が手で握る状態が図１１に示すよう
になり、その手で握る部分の横断面形状が長方形となっ
ていた。超音波診断では、現在得ている診断画像からそ
の画像に対して直交した画像を得るため、超音波探触子
を中心軸に対して９０度回転走査することが頻繁に行な
われる。その時握っている横断面形状が長方形だと、対
角になる部分（図１０（ａ）のＣ’部）の距離が幅面
（図１０（ａ）のＢ’部）や厚み（図１０（ａ）のＡ’
部）より広くなり、回転操作の中間で最も幅広いグリッ
プ感となり、超音波探触子の回転走査を等速で、スムー
ズな走査を行なうことできないという問題があった。
【０００５】本発明は、上記従来の問題を解決するもの
で、超音波探触子の回転走査がスムーズに行なえ、且
つ、手になじみやすく、さらに、超音波探触子の落下を
防止することができる保持性と操作性に優れ、使用上の
安心感を与える超音波探触子を提供することを目的とす
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明は、圧電素子から
なる超音波素子部と、超音波素子部に接続され、信号を
外部装置に送信しまた外部装置から受信するケーブル
と、超音波素子部及びケーブルを覆い、グリップ部を有
するハウジングとを備え、グリップ部の軸垂直断面が断
面形状の基準軸以外の軸に対して非対称形であり、中央
部に膨らみをもたせた超音波探触子である。
【０００７】また、超音波素子部と、超音波伝播媒体
と、超音波素子部と超音波伝播媒体を内包し、超音波透
過性を有した音響窓材と、超音波素子部を駆動させる駆
動手段と、信号を外部装置に送信しまた外部装置から受
信するケーブルと、グリップ部を有するハウジングとを
備え、グリップの垂直断面が前記グリップ部の軸垂直断
面が断面形状の基準軸以外の軸に対して非対称形であ
り、中央部に膨らみをもたせた超音波探触子である。
【０００８】また、本発明は、グリップ部の軸垂直断面
が楕円形である超音波探触子である。
【０００９】また、本発明は、グリップ部の表面に走査
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方向マークを有する超音波探触子である。
【００１０】さらに、本発明は、グリップ部の表面に凹
凸を有する超音波探触子である。
【００１１】これにより、超音波探触子の回転走査がス
ムーズに行なえ、且つ、手になじみやすく、さらに、超
音波探触子の落下を防止することができる保持性と操作
性に優れ、使用上の安心感を与える超音波探触子を得る
ことができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態の超音波探触
子を図１乃至図８を用いて説明する。
【００１３】図１は、本発明の実施の形態の電子走査型
コンベックス超音波探触子の外観図で、（ａ）は上面
図、（ｂ）は幅の広い方から見た側面図、（ｃ）は幅の
狭い方から見た側面図であり、図２は、その断面図で、
（ａ）は図１（ｂ）の軸に垂直な各部分の断面図、
（ｂ）は図１（ｂ）の軸に平行な断面図、（ｃ）は図１
（ｃ）の軸に平行な断面図である。また、図３は、本発
明の超音波探触子を把持した状態図である。この超音波
探触子の内部構造は、従来技術の超音波探触子と同様で
ある。すなわち、超音波を送受信する超音波素子部６
は、生体接触面に超音波を集束させる音響レンズ５を有
し、その反対側は超音波診断装置に信号を送り、また超
音波診断装置から信号を受信するケーブル１に接続して
いる。超音波素子部６及びケーブル１の一部は、ハウジ
ングで覆われており、ハウジング３から延びたケーブル
１には、ケーブル１の屈曲などによる断線を防止するた
めのケーブルブッシュ２が設けられている。
【００１４】本発明の特徴は、このハウジング３の形状
にある。すなわち、本発明のハウジング３は、操作者が
握るグリップ部が楕円柱であり、中央部に膨らみを有し
ていることである。さらに、本発明は、グリップ部に走
査方向マーク４や凹凸を設けることができる。
【００１５】超音波音波診断では、頻繁に現在の診断画
面から、その直交画面を得るため、超音波探触子を回転
走査することがある。その際、横断面形状が楕円形であ
ると超音波探触子の回転走査が容易で、スムーズに行な
えることが判った。それは、図２（ａ）に示したハウジ
ング３の軸に垂直な各部における横断面形状から判るよ
うに、距離寸法がＡ（厚み面）＜Ｃ（対角距離）＜Ｂ
（幅面）となることによって作用する。すなわち、超音
波探触子の回転走査でのグリップ感が徐々に広くなる、
または狭くなることでスムーズな回転走査を行うことが
できる。
【００１６】また、本発明による超音波探触子のハウジ
ング３のグリップ部の軸に垂直な横断面形状が楕円形で
あることから、手の感覚で超音波探触子の方向が容易に
わかる。通常の超音波診断では、一人の操作者が右手で
超音波探触子を持ち、左手で超音波診断装置のキー操作
を行ない、視線は診断装置のＣＲＴ上に映し出された診
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断画像を見ている。したがって、超音波探触子は、手の
感覚で診断画像の取得面や超音波走査方向が容易にわか
ることが望ましい。本発明のハウジング３の形状は、横
断面形状が楕円であることから、距離寸法が厚みと幅で
異なることによって、手の感覚で容易に超音波探触子の
超音波素子部６の方向が認識できるのである。また、こ
のグリップ部に走査方向マーク４を設けることによっ
て、超音波素子部６の方向がさらに良く認識できるので
ある。この走査方向マーク４は、グリップ部に僅かに隆
起している程度で充分である。或いは、僅かな窪みを設
けて走査方向マーク４とすることもできる。
【００１７】さらに、本発明による超音波探触子のハウ
ジング３のグリップ部が楕円柱で構成されているのに加
えて、グリップ部の中央部に膨らみを持たせたものであ
る。一般的に操作者が握るグリップ部は、図２（ａ）に
示すように、Ｅ断面が楕円形の長軸、短軸とも最大で、
Ｄ断面及びＦ断面で楕円形の長軸、短軸がＥ断面のそれ
より小さくなっている。
【００１８】図３は本発明の超音波探触子を把持してい
る状態を示す。上述の構造を有するハウジング３のグリ
ップ部は、その付け根部分がくびれた形状になるので、
そのくびれた部分を親指と人差し指でと把持することが
できる。
【００１９】これにより、超音波探触子の回転走査がス
ムーズに行なえ、且つ、手になじみやすく、さらに、超
音波探触子の落下を防止することができる保持性と操作
性に優れ、使用上の安心感を与えることができる。ま
た、このグリップ部の表面に凹凸を設けることで、さら
に滑り防止を図ることができる。この凹凸の数や大きさ
は、任意に設定することができる。
【００２０】以上述べた電子走査型コンベックス超音波
探触子のハウジング３の形状は、図４と図５に示された
電子走査型リニア超音波探触子や図６と図７に示された
機械操作型コンベックス超音波探触子においても採用す
ることができ、同様な効果が得られることは、上記の説
明から容易に理解できるであろう。
【００２１】図１と図２に示された電子走査型コンベッ
クス超音波探触子、及び図４と図５に示された電子走査
型リニア超音波探触子は、超音波素子部６の生体接触面
側が曲面か平面かの違いであり、内部構造に大差はな
く、診断部位によってそれぞれ使い分けるものである。
したがって、電子走査型リニア超音波探触子のハウジン
グ３のグリップ部の形状は、中央部に膨らみをもたせた
軸に垂直な横断面を楕円形とすることによって、電子走
査型コンベックス超音波探触子と同様な効果が得られ
る。さらに、グリップ部に走査方向マーク４やその表面
に凹凸を設けることができることも電子走査型コンベッ
クス超音波探触子と同様である。
【００２２】図６及び図７に示された機械走査型超音波
探触子は、電子走査型超音波探触子と超音波信号の走査
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方式が異なる。電子走査型は、複数個配列した圧電素子
を電子的に制御した超音波信号を連続的に移動させて超
音波を放射している。一方、機械走査型は、１～３個の
超音波素子部６を駆動構成部９によって機械的に回転ま
たは揺動させて連続的に超音波を放射している。したが
って、内部構造は異なるが、機械走査型超音波探触子の
グリップ部の形状を中央部に膨らみをもたせた軸に垂直
な横断面を楕円形とすることによって、電子走査型コン
ベックス超音波探触子と同様な効果が得られる。グリッ
プ部に走査方向マーク４やその表面に凹凸を設けること
ができることも電子走査型コンベックス超音波探触子と
同様である。
【００２３】本発明は、超音波探触子の内部構造に依存
したものでなく、ハウジング３の形状に関するものであ
るため、上記の電子走査型超音波探触子や機械走査型探
触子に限るものでない。したがって、グリップの軸垂直
断面が楕円形であり、中央部に膨らみをもたせた構造
は、操作者が握るグリップ部を有する全ての超音波探触
子に適用することができる。
【００２４】次に、本発明の超音波探触子の形状の実施
例を図８に示す。
【００２５】人間工学的見地から図説エルゴノミクス
（［財］日本規格協会（１９９０年２月１４日発行）に
示されている汎用手操作器の原則におけるツマミに関す
る奨励仕様と、大人の手の大きさの平均値とを考え合わ
せると、超音波探触子は、以下の大きさを有するのが好
ましいが、±１０％程度の大きさを有するものであって
もよい。
【００２６】図８（ｂ）の広い幅から見た側面図から判
るように、超短波探触子のハウジングの全長は１１２ｍ
ｍ、ケーブルブッシュの長さは３５ｍｍ、グリップ部の
長さは５０ｍｍであり、グリップ部の広い方の膨らみ部
分の最大の幅（膨らみ部分の楕円形状の長軸の長さ）は
３５ｍｍ、グリップ部のくびれの幅は２８ｍｍ、ハウジ
ングの下部の最大幅は７９ｍｍであり、さらにグリップ
部の膨らみ部分に設けられた走査方向マークの高さは
０．８ｍｍである。また、図８（ｃ）の狭い方から見た
側面図から判るように、グリップ部の狭い方の膨らみ部
分の最大の幅（膨らみ部分の楕円形状の短軸の長さ）は
２７．５ｍｍ、グリップ部のくびれの幅は２０ｍｍ、ハ
ウジングの下部の最大幅は３１ｍｍである。
【００２７】以上の大きさを有する超音波探触子は、平
均的な大人の手になじみやすく、超音波探触子の回転走
査がスムーズに行なえ、さらに、超音波探触子の落下を
防止することができる保持性と操作性に優れ、使用上の
安心感を与えるとともに長時間操作しても疲労感の少な
い超音波探触子を提供することができる。
【００２８】
【発明の効果】本発明は、圧電素子からなる超音波素子
部と、超音波素子部に接続され、信号を外部装置に送信
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しまた外部装置から受信するケーブルと、超音波素子部
及びケーブルを覆い、グリップ部を有するハウジングと
を備え、グリップ部の軸垂直断面が断面形状の基準軸以
外の軸に対して非対称形であり、中央部に膨らみをもた
せたことにより、超音波探触子の回転走査がスムーズに
行なえ、且つ、手になじみやすく、さらに、超音波探触
子の落下を防止することができる保持性と操作性に優
れ、使用上の安心感を与える超音波探触子を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の電子走査型コンベックス
超音波探触子の外観図で、（ａ）は上面図、（ｂ）は幅
の広い方から見た側面図、（ｃ）は幅の狭い方から見た
側面図
【図２】本発明の実施の形態の電子走査型コンベックス
超音波探触子の断面図で、（ａ）は図１（ｂ）の軸に垂
直な各部分の断面図、（ｂ）は図１（ｂ）の軸に平行な
断面図、（ｃ）は図１（ｃ）の軸に平行な断面図
【図３】本発明の超音波探触子を把持している状態図
【図４】本発明の実施の形態の電子走査型リニア超音波
探触子の外観図で、（ａ）は上面図、（ｂ）は幅の広い
方から見た側面図、（ｃ）は幅の狭い方から見た側面図
【図５】本発明の実施の形態の電子走査型リニア超音波
探触子の断面図で、（ａ）は図４（ｂ）の軸に垂直な各
部分の断面図、（ｂ）は図４（ｂ）の軸に平行な断面
図、（ｃ）は図４（ｃ）の軸に平行な断面図
【図６】本発明の実施の形態の機械走査型超音波探触子
の外観図で、（ａ）は上面図、（ｂ）は幅の広い方から
見た側面図、（ｃ）は幅の狭い方から見た側面図
【図７】本発明の実施の形態の機械走査型超音波探触子
の断面図で、（ａ）は図６（ｂ）の軸に垂直な各部分の
断面図、（ｂ）は図６（ｂ）の軸に平行な断面図、
（ｃ）は図６（ｃ）の軸に平行な断面図
【図８】本発明の超音波探触子の実施例を示し、（ａ）
は上面図、（ｂ）は幅の広い方から見た側面図、（ｃ）
は幅の狭い方から見た側面図
【図９】従来の超音波探触子の外観図で、（ａ）は上面
図、（ｂ）は幅の広い方から見た側面図、（ｃ）は幅の
狭い方から見た側面図
【図１０】従来の超音波探触子の断面図で、（ａ）は図
９（ｂ）の軸に垂直な各部分の断面図、（ｂ）は図９
（ｂ）の軸に平行な断面図、（ｃ）は図９（ｃ）の軸に
平行な断面図
【図１１】従来の超音波探触子を把持している状態図
【符号の説明】
１  ケーブル
２  ケーブルブッシュ
３  ハウジング
４  走査マークの方向
５  音響レンズ
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６  超音波素子部

【図１】

【図２】

【図３】 【図４】

【図１１】
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【図５】
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【図７】
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【図１０】
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